
 

令和６年度 社会福祉法人小牧福祉会 事業実績報告 

 

 

Ⅰ．小牧福祉会（本部）の事業報告 

 

 １．評議員会 

   令和６年 ６月２５日  令和５年度事業実績・収支決算 

   令和６年 ７月２２日  岩崎ホームきぼうの整備に係る基本財産の担保提供 

（書面表決７月２２日） 

 

 

 ２．理事会 

   令和６年 ４月１７日  新設グループホームの整備に係る設計監理業者との契約、新設グル 

ープホームの名称、新設グループホームの整備に係る建設業者の選 

定、新設グループホームの整備に係る福祉医療機構からの借入、新 

設グループホームの整備に係る借入金の返済 

   令和６年 ６月１０日  令和５年度事業実績報告・収支決算、岩崎ホームきぼうの整備に係 

る指名競争入札の結果、岩崎ホームきぼうの整備に係る福祉医療機 

構からの借入金額等の変更、定時評議員会の招集 

   令和６年 ７月１２日  岩崎ホームきぼうの整備に係る再度の指名競争入札における建設 

業者の選定、岩崎ホームきぼうの整備に係る借入金融機関及び借入 

金額等の変更、岩崎ホームきぼうの整備に係る基本財産の担保提

供、評議員会（書面表決）の招集、苦情・虐待解決第三者委員の

選任 

   令和６年 ８月２７日  岩崎ホームきぼうの整備に係る建設業者の決定及び契約、岩崎ホー 

ムきぼうの整備に係る借入金額等、令和６年度収支補正予算、いわ 

ざき授産所建物全面塗装等修繕工事に係る指名競争入札の業者選 

定、いわざき授産所建物全面塗装等修繕工事に係る指名競争入札の 

業者への現場説明事項、本庄授産所高圧設備改修工事に係る指名競 

争入札の業者選定 

   令和６年 ９月３０日  いわざき授産所建物全面塗装等修繕工事に係る業者の決定及び契 

約、本庄授産所高圧設備改修工事に係る業者の決定及び契約、令和 

６年度収支補正予算（書面表決９月３０日） 

令和６年１２月 ９日  新町ホームきぼう（短期入所）の事業指定の申請・運営規程の制 

定・管理者の選任、新町ホームきぼう（共同生活援助）運営規定 

の一部改正、令和６年度事業計画の一部改正、岩崎ホームきぼう 

の管理者の選任、社会福祉法人小牧福祉会経理規程の一部改正、 

社会福祉法人小牧福祉会職員給与規程の一部改正、令和６年度収 

支補正予算、評議員選任・解任委員の選任 

令和７年 ２月 ７日  新町ホームきぼう（短期入所）運営規程の一部改正、新町ホームき 

ぼう（共同生活援助）運営規定の一部改正（書面表決２月７日） 

   令和７年 ３月２４日  社会福祉法人小牧福祉会定款の一部改正、各事業所の運営規程の一 

部改正及び岩崎ホームきぼう（短期入所）運営規程の制定、社会福 

祉法人小牧福祉会職員給与規程の一部改正、社会福祉法人小牧福祉 

会育児・介護休業等に関する規則の一部改正、令和７年度役員等賠 

償責任保険の契約、施設長・管理者の選任、令和６年度収支補正予 

算、令和７年度事業計画、令和７年度収支予算、評議員会（書面評 

決）の招集 

 



 ３．監事監査 

   令和６年 ５月２９日  令和５年度事業実績・収支決算 

                指摘事項 

                 事業実績報告 

                  各事業所：職員数について 

兼務職員の捉え方が複雑で実数が把握しづ 

らいため、次年度に向けて、記載の仕方を検 

討する。 

                 収支決算報告 

                  法人：国庫補助金等特別積立金について 

                       法人単位事業活動計算書の取崩額と法人単位貸 

借対照表の増減額が合わないが、国庫補助金等特 

別積立明細書、固定資産管理台帳拠点、就労支援 

事業別事業活動明細書により、差額は本庄の就労 

支援事業における取崩額であることは理解でき 

る。法人単位事業活動計算書ではその分が就労支 

援事業費用に計上されるため、貸借対照表との差 

額となる。 

                    ：固定資産管理台帳について 

                       上下２段書きの欄があるが、過去に処理した施設 

整備に係る借入金に対する愛知県の借入償還金 

補助金に該当する資産分を分けて表示している。 

                    ：資金収支計算書について 

                       当期末支払資金残高の考え方はいろいろあるが、 

流動資産-流動負債として、資金収支計算書に関 

係のない引当額等を除いてあるため、貸借との 

差額となる。 

                    ：人件費比率について 

                       良好だと考えられる。 

新町ホームきぼう：他のグループホームで食材費の過大請求事件があった

が収支の状況や処理は利用者からの徴収は現金ではな

く預金振替であり、精算（資金収支計算書における給

食費支出の差異となる金額）を返還している。 

                今後に向けて 

                 事業実績において、全体的に訂正が生じたため、６月の理事会 

等の資料は修正後の内容で作成する。 

 

 

 ４．社会福祉法人指導監査（小牧市） 

                 実施なし 

 

 

 ５．指定障害福祉サービス事業者等実地指導（愛知県） 

                         実施なし 

 

 

 ６．会議・委員会 

   将来検討委員会（年３回） 

    令和６年 ９月 ２日  岩崎ホームきぼう（進捗状況報告、入居者募集要項、入居者選定） 

                中期経営計画 

 

    令和６年１０月１７日  グループホーム（入居者選定委員、入居者募集の説明会） 

 



    令和７年 ２月２８日  小牧福祉会中期経営（グループホーム、今年度の取り組み評価 

から次年度の取り組み） 

    安全衛生委員会（年１２回） 事業所における安全面や衛生面に関して、事故報告やヒヤリ 

                  ハット報告の評価・分析 

    苦情解決・虐待防止第三者委員会（年１回） 

     令和７年 ２月１０日  令和６年度の苦情・虐待内容等の報告 

                 「苦情解決責任者及び第三者委員研修会」伝達研修 

    経営会議（年１２回） 

    運営会議（年１２回） 

    苦情解決・虐待防止委員会（年１２回） 

    身体拘束適正化委員会（年１２回） 

    (事)将来計画合同検討会（年１０回）中期経営計画に基づいた事業の検討 

グループホーム（建設・入居者・職員） 

 

 

 ７．研修 

令和６年 ６月１０日 虐待防止担当者向け 

「虐待防止・身体拘束適正化措置内容研修」（オンライン） 

澁谷 和宏 主任 

 

令和６年 ７月１０日 令和６年度権利擁護研修「成年後見制度を学ぶ」 

伊藤 茂 施設長 

 

令和６年 ７月３０日 第６回尾張北部圏域の障害福祉を考える会  伊藤 茂 施設長 

澁谷 和宏 主任 

 

令和６年 ９月２６日、９月２７日 第６２回東海地区知的障害関係施設長等研究協議会 

澁谷 和宏 主任 

 

   令和６年１０月１１日 ２０２４年度コンプライアンス講習会    伊藤 正登施設長 

 

   令和７年 １月２９日 苦情解決責任者及び第三者委員研修会（オンライン） 

                                   黒田 淳也副施設長 

 

 

 ８．広報紙 

   「なかまの“わ”」発行部数２，０７９部 

          （年３回 利用者、法人関係、施設関係、近隣自治会等へ配布および回覧） 

 

 

 ９．中期経営計画の実施（主な内容） 

   財務の視点 

運営の安定：特別支援学校訪問による利用者情報共有 

    計画的な施設整備：施設整備 ：岩崎ホームきぼう 

             補助金活用：国・県・市・県共募 

   地域公益の視点 

福祉サービスの充実：岩崎ホームきぼうの開所 

地域との連携の強化：地域連携推進会議の実施 

 

 

 

 

 



１０．その他 

    令和７年１月      愛知県社会福祉大会 

                  愛知県知事        感謝  受章者１名 

                  愛知県社会福祉協議会会長 表彰  受章者１名 

感謝  受章者１名 

令和６年１２月      小牧市社会福祉大会 

                  小牧市長         感謝  受章者２名 

                  小牧市社会福祉協議会会長 表彰  受章者２名 

                               感謝  受章者１名 

 

 

 令和６年度は、前年度（令和５年度）に引き続き新型コロナウイルスの感染状況を確認しながら、

社会情勢に応じた制限緩和を行事や活動内容に取り入れ支援を行いました。また、当法人が利用者の

生活上必要なサービスであることから、新型コロナウイルスのみならず感染症の感染拡大防止を念頭

に、換気、手洗い、マスク着用、検温、施設内の消毒等の感染防止対策を続けて支援に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


